
　今回の診療報酬改定に関する�
� 神奈川県医師会の考え方（R5.11.28）

　11月20日に財務省の「財政制度等審議会」は診療所の利益率
が高いと結論づけ、診療所の診療報酬をマイナス5.5％に改定
するとの建議をまとめ、財務大臣に報告しました。今回の財務
省の一方的な主張については、コロナ禍による受診抑制で一番
落ち込みが激しかった2020年の医療費をベースにして、補助金
及び診療報酬の特例による上振れがあった21年、22年の医療費
を比較し増大したと作為的なデータを基に説明しており、到底
納得できるものではありません。
　日本中で給与水準が上がるなか、スタッフ確保のため給与を
上げる努力をしていますが、このまま財政主導の改革が進むと
賃金格差により医療現場から人材の流出が加速し、国民への質
の高い医療を提供することができません。
　さらに、近年の医療材料費等を含めた物価高騰は医療経営を
圧迫しています。
　それらを考慮すると安定した医療の提供には、診療報酬のマ
イナス改定ではなく、むしろ物価上昇に見合うプラスの改定が
必要と考えます。

〔皆様に考えていただきたいこと〕
　11月20日に財務大臣の諮問機関「財政制度等審議会」は診療
所の診療報酬を、一気に5.5％マイナスにすると発表しまし
た。「コロナで診療所が儲かっている」というのが理由だそう
です。財務省の発表に対して大変な憤りを覚え、そしてまた悲
しい気持ちになるばかりです。どうか、財務省の言い分に理が
あるのか、医師会の意見に耳を傾けていただけるのか、お考え
いただきたいと存じます。
１．�財務省は診療所の利益率が高い（8.8％）と言います。本当
でしょうか？

　財務省の示している図１は、収益が1.88億円もある特殊な医
療機関をモデルにしています。美容を行う自費診療のクリニッ
ク以外で、われわれ医師会の仲間でそのような診療所は見かけ
ません。
〔図１：2023.11.20財務省財政制度等審議会「令和６年度予算の
編成等に関する建議」資料抜粋〕

　図２に示すとおり、2020～2022年の医業利益率は5.0％で、コ
ロナ特例の影響を除くと3.3％となり全産業の平均と同じで
す。すなわち診療所の利益率が高く見えるのは、財務省の作為
的なデータ操作によるものと考えられます。

〔図２：2023.11.22日本医師会定例記者会見資料抜粋〕

２．今後の安定した医療の提供のために 
　現在は新型コロナ感染症の流行も一段落している様に見えま
すが、新興感染症流行のリスクは今後も存在し続けて行きま
す。そのような状況も鑑み、感染症に対する危機感が高まり、
医療機関へ勤務する人が減ってなかなかスタッフが集らないな
どの問題も抱えています。日本中で給与水準が上がるなか世界
的に見ても安い診療報酬（10年間ほぼ変わらない）という公定
価格のなかで、スタッフ確保のため給与を上げる努力をしてい
ますが、それももう限界です。さらに近年の医療材料費等を含
めた物価高も医療経営を圧迫しています。それらを考慮すると
安定した医療を提供するためには診療報酬のマイナス改定では
なく、むしろ物価上昇に見合う改定が必要と考えます。
　就業者の13％を占める医療・福祉分野の従事者900万人を国
としてどうするつもりでしょうか。
３．緊急事態宣言の頃を覚えていますか？
　緊急事態宣言の頃、医療従事者の子どもがいじめられる、一
緒に遊ぶなと言われる。ついには家族からもコロナ患者を診療
したなら家に帰って来るなと言われる。県内・国内の医療関係
者からの悲しい訴えを聞きました。しかし我々は、地域医療を
守るために、スタッフを説得し、感染対策を行い、支え合って
診療を続けました。我々の提供してきた医療は誇れるものです。
図３をご覧ください。日本のコロナの死亡者数・死亡率は高齢
化が世界でいちばん高いにも関わらず、世界が驚くくらいの低
さでした。
〔図３：2022.11.02日本医師会定例記者会見資料〕

　神奈川県では、県知事からの依頼で病院と診療所が連携する
「神奈川モデル」を構築して対応しました。県民の皆様にも毎
日の感染症対策をしていただきました。そういったことの賜物
でしょう。
　県民・国民の皆様には、再度2020年の当時の世情を思い出し
ていただき、医療機関の現在置かれている状態にご理解をいた
だきたいと存じます。医師会は、世界に誇れる良質な医療を、
今後も持続的に県民・国民の皆様に提供していきたいと考えて
います。
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